
議案第１１５号 

 

 

霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

平成２５年１２月１６日提出 

霧島市長 前 田  終 止 

 

 

 

 

 

霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

霧島市西郷公園の設置及び管理に関する条例（平成17年霧島市条例第199号）の一部を

次のように改正する。 

別表広場の項を削り、同表和室の項中「160円」を「170円」に改め、同表事務室の項を

削る。 

 

 

附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公園施設の使用実態と有効活用を考慮し、有料施設の見直しを行うとともに、社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等

の法律（平成24年法律第68号）及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改

革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成24年法律第69号）

により、消費税率及び地方消費税率が平成26年４月１日から改められることに伴い、本条

例の所要の改正をしようとするものである。 


